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事実の概要

　本件の事実関係は、本決定からは明らかでな
いが、掲載誌解説（判タ 1422 号 66 頁）によれば、
以下のとおりである。
　原告Ｘは、検察官Ｙを被告として、自己がＡの
子である、との認知を求めて訴えを提起した。こ
の認知を求める訴訟には、Ａの長女であるＢが、
Ｙを補助するために参加していた。第一審及び原
審は、原告の請求を認容した。
　原判決に対しては、Ｙは上告等をしなかったが、
Ｂが上告兼上告受理の申立てをした。これらの申
立ては、Ｂに対する原判決正本の送達日（平成 27
年 7月 21日）を基準とした上訴期間満了日の前（同
年 8月 2日）に行われたが、Ｙに対する原判決送
達日を基準とした上訴期間満了日（同年 7月 30日）
の後であった。
　原審は、Ｂの上告兼上告受理申立てを適法なも
のであるとして事件を最高裁に送付した。

決定の要旨

　最高裁は、「上記当事者間の東京高等裁判所平
成 27 年（ネ）第 1093 号認知請求事件について、
同裁判所が平成 27 年 7 月 16 日に言い渡した判
決に対し、上告兼申立補助参加人から上告及び上
告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、
次のとおり決定する。」と判示した上で（つまり、
上告兼上告受理の申立てが上訴期間を徒過している、

との取扱いをしないで）、上告棄却兼上告不受理決
定をした。

判例の解説

　一　問題の所在
　認知の訴えにおいて被告となるべき者は父また
は母であるが、これらの者が死亡した後は、被告
となるべき者がいなくなるため、検察官が公益の
代表者として被告になる（人訴42条1項）。しかし、
検察官については、事件に関する情報を収集する
ことが実際には困難であり、充分に事案を把握し
た上で主張立証を行うことは期待できない。他方
で、被告適格を有しないが、適切な主張立証を行
うことが期待できる利害関係人が存在する場合も
ある。そこで、この利害関係人を当該人事訴訟に
参加させることが必要であると認めるときは、裁
判所は、被告検察官を補助させるため、決定で、
その利害関係人を当該人事訴訟に参加させること
ができる（強制参加、人訴 15 条 1 項）。ここでの
利害関係人、つまり参加を命じられる者は「訴訟
の結果により相続権を害される第三者」に限定さ
れている。その理由は、立法解説書によれば、こ
のような者が類型的に訴訟の結果により大きな影
響を受けると考えられているから、である１）。な
お、利害関係人の側から補助参加の申出（民訴 43
条）をすることによって、検察官を被告とする訴
訟に参加することも可能である（人訴 15 条 3項参
照）。そして、この訴訟参加は、いわゆる共同訴
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訟的補助参加である、と考えられている２）。共同
訴訟的補助参加とは、判決効の拡張を受けるが、
当事者適格を有しない第三者が補助参加する場合
をいい、その第三者には、必要的共同訴訟人に準
じた訴訟追行権限が付与される。その趣旨は、判
決効の拡張を受けるにもかかわらず、訴訟におい
ては従属的な地位だけが付与される補助参加人
（民訴 45 条 2 項参照）を保護することにある。以
上から、人訴法 15 条の共同訴訟的補助参加人に
は、補助参加に係る規定は適用されず（人訴 15
条 3項）、必要的共同訴訟に係る規定（民訴 40 条）
の一部が準用されている（人訴 15 条 4項）。また、
解釈論上、共同訴訟的補助参加人の上訴期間（民
訴 285 条、313 条、等）は、被参加人と独立して
これを計算する、と学説３）は説明する。
　しかし、下記二で紹介するとおり、旧人事訴訟
手続法（明治 31 年法律第 13 号）の適用下におい
ては、最高裁判例によって、人訴法 15 条の利害
関係人に相当する参加人であっても、その上訴期
間は、被参加人の上訴期間に制限されていた。し
たがって、人訴法 15 条の参加人の上訴期間につ
いては、解釈が分かれるおそれが生じていた４）。
本決定はこの問題に関係する。以下では、これに
関して、旧人訴法下の（裁）判例、学説を確認し
た上で、本決定の検討を行う。

　二　旧人訴法下の（裁）判例
　一で示した問題について、リーディングケー
スとして紹介されるべき判例が、最判昭 37・1・
19（民集 16 巻 1号 106 頁。以下、「最判昭和 37 年」）
である。この事件における事実関係は、判例集
からは明らかでないが、調査官解説５）によれば、
認知請求事件において（原告：［Ａの子である、と
の認知を求める］Ｘ、被告：検察官Ｙ、補助参加人：
家督相続人Ｂ）、原告勝訴の判決に対して、参加人
Ｂが控訴を提起している。これについて、最判昭
和 37 年は、「補助参加人は、独立して上訴の提
起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加
の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなし
えないような行為はもはやできないものであるか
ら、被参加人」「のために定められた控訴申立期
間内に限つて控訴の申立をなしうるものと解する
を相当とする」、と判示した。ここでの補助参加
人が共同訴訟的補助参加人と考えられているのか

は明らかでない、との評価も見られる６）が、参
加人に独自の控訴期間を認めない点について、こ
れを通常の補助参加人としている、と考えるのが
適当である７）。なぜなら、一方で、一で確認した
とおり、共同訴訟的補助参加人の上訴期間は被参
加人とは独立してこれを計算する、と解され、他
方で、通説８）は、通常の補助参加人の上訴期間
を被参加人の上訴期間内に限定しているからであ
る。
　その後、最判昭 50・7・3（判時 790 号 59 頁。以下、
「最判昭和 50 年」）は、その事実関係が判例集から
は明らかでないが、掲載誌解説（判時 790 号 59 頁）
によれば、認知請求事件（原告：［Ａの子である、
との認知を求める］Ｘ、被告：検察官Ｙ、補助参加人：
［Ａの子である］Ｂ１、Ｂ２）において、参加人独自
の控訴期間を否定している９）。
　以上で確認した最高裁判例に対して、これらと
は異なる見解を採る下級審裁判例が見られる。ま
ず、東京高判昭 49・7・29（高民集 27 巻 3号 297 頁。
最判昭和 50 年に係る控訴審判決、以下、「東京高判
昭和 49 年」）は、いわゆる対世効（旧人訴 32 条 1項、
18 条 1項）を理由に、利害関係人として補助参加
した者は共同訴訟的補助参加人である、との一般
論を示した上で、参加人Ｂ１、Ｂ２にその独自の控
訴期間を認めている。
　その後、東京高判昭 50・9・18（判タ 335 号 243 頁。
以下、「東京高判昭和 50 年」）は、その事実関係が
判例集からは明らかでないが、掲載誌解説（判タ
335 号 243 頁）によれば、認知請求事件（原告：［Ａ
の子である、との認知を求める］Ｘ、被告：検察官Ｙ、
補助参加人：［Ａの妻である］Ｂ）において、東京
高判昭和 49 年を参照した上で、共同訴訟的補助
参加人の地位を取得するには、「単に法律上の利
害関係があるというだけでは足らず、訴訟の結果
によってその権利を害されるものでなければなら
ない」、と判示することで、Ｂの共同訴訟的補助
参加人としての地位を認めずに 10）、その独自の
控訴期間を否定している 11）。しかし、仮にＢの
共同訴訟的補助参加人としての地位が肯定された
のであれば、東京高判昭和 49 年と同じく、その
独自の控訴期間が認められることになった、と思
われる 12）。
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　三　旧人訴法下の学説
　二で紹介した最高裁判例の結論は、学説によっ
て批判されていた。まず、最判昭和 37 年につい
ては、以下の点が批判された。すなわち、①通常
の補助参加人に独自の控訴期間を認めなかったこ
と、である 13）。また、最判昭和 50 年については、
これだけでなく、②共同訴訟的補助参加人として
の地位がＢに付与されなかったことにも、批判が
向けられている 14）。

　四　本決定の検討
　批判①（三参照）については、下記のとおり、
本件参加人Ｂは共同訴訟的補助参加人である、と
理解することから、本決定との関係では検討の対
象とならない。
　批判②（三参照）と関係するが、人訴法 15 条
は、「訴訟の結果により相続権を害される」こと
を、参加人に共同訴訟的補助参加人としての地位
を認めるための要件としている。この点について
は、東京高判昭和 50 年の見解（二参照）が立法
化されている（人訴 15 条 1 項参照）。そこで、本
件で死後認知訴訟に参加した者は「相続権を害さ
れる者」であるのか、が専ら問題となる。「相続
権」とは、民法学において、2つの意味で用いら
れている。すなわち、「相続の開始した場合に相
続財産を取得し得る地位」、「相続開始後における
相続人の相続財産の承継者たる地位」である 15）。
そして、人訴法 15 条の「相続権」は後者の意味
であり、本件において、死後認知が認められたと
きには、相続開始後におけるＢの相続財産の承継
者たる地位が害される（民 900 条 4 号参照）から、
この要件は満たされている。したがって、本件Ｂ
の訴訟参加は共同訴訟的補助参加である。共同訴
訟的補助参加人の上訴期間が被参加人の上訴期間
とは独立していること、は判旨の中で言及されて
いないが、このことを前提としている本決定は、
学説の理解（一参照）と一致しているため、批判
が出ることはない、と思われる。

　五　本決定の意義と今後の課題
　本決定は、旧人訴法下の最高裁判例の理解（二
参照）から離れて、人訴法 15 条に関する学説の
理解（一参照）に従い本件Ｂを共同訴訟的補助参
加人とした上で、その独自の上訴期間を肯定して

いる点に、意義がある。
　本件と関係するが、人訴法 15 条の利害関係人
（① (1) 検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟
の結果により相続権を害される第三者）以外に、共
同訴訟的補助参加人としての地位が付与されるの
かどうか、これが肯定されるのであれば、いか
なる範囲で肯定されるのか、は明らかでない 16）。
これらの問題は、① (2) 検察官を被告とする人事
訴訟において、訴訟の結果により相続権を害され
る第三者以外の者、②検察官を被告としない人事
訴訟において 17）、人訴法 15 条 1項を参考に、(1)
訴訟の結果により相続権を害される第三者、(2)
それ以外の第三者、に分けて検討するのがよい、
と思われる。
　以下では上記② (1) について、生存中の父を被
告とする認知請求訴訟（人訴 42 条 1項）であった
場合を例にして、検討する（原告：［Ｙの子である、
と主張する］Ｘ、被告：Ｙ、補助参加人：［Ｙの子で
ある］Ａ）。確かに人訴法 15 条は、人事訴訟にお
いて被告となり得る検察官の充分な訴訟追行が期
待できないこと、に由来する規定であるから、こ
の例において被告となっているＹは、充分な訴訟
追行が期待でき、Ａに共同訴訟的補助参加人とし
ての地位を認める必要はない、とも考えられる。
しかし、共同訴訟的補助参加の要件として、被参
加人の充実した訴訟追行が期待できないこと、ま
では求められていない 18）。また、Ａが「訴訟の
結果により相続権を害される」状況下にある点で
は本件Ｂと同じであり（Ａの「相続の開始した場合
に相続財産を取得できる地位」（四参照）が害される）、
この点に人訴法 15 条 3 項、4項を類推する基礎
が見られる。これらの理由から、この例において
は、Ａに共同訴訟的補助参加人としての地位が肯
定されるべきである（この場合には、Ａだけではな
く、Ｙの直系尊属や兄弟姉妹、等もまた、相続人と
なる可能性がある（民 889 条、等）以上、共同訴訟
的補助参加人としての地位が肯定される、と解する）。
この例以外に② (1) に当たる場合でも、共同訴訟
的補助参加が肯定される、と思われる。
　上記① (2)、② (2) については、これらにおい
て共同訴訟的補助参加が肯定されるのか、を明ら
かにすることが、今後の課題である。
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●――注
１）小野瀬厚＝岡健太郎編著『一問一答新しい人事訴訟制度』
（商事法務、2004 年）69 頁。
２）小野瀬＝岡編著・前掲注１）69 頁、梶村太市＝徳田
和幸編『家事事件手続法〔第 2版〕』（有斐閣、2007 年）
155 頁［本間靖規］、松本博之『人事訴訟法〔第 3版〕』（弘
文堂、2012 年）130 頁、等。

３）兼子一『新修民事訴訟法体系〔増訂版〕』（酒井書店、
1965 年）407 頁、三ヶ月章『民事訴訟法〔第 3版〕』（弘
文堂、1992 年）287 頁、新堂幸司『新民事訴訟法〔第 5
版〕』（弘文堂、2011 年）818 頁、等。

４）本決定掲載誌解説（判タ 1422 号 66 頁）によれば、人
事訴訟法施行後の下級審裁判例においても、同法 15 条
の参加人の上訴期間について、旧人訴法下の判例に従い、
被参加人の上訴期間に制限していた、とされる。

５）高津環「判解（最判昭和 37 年）」最判解民事篇昭和 37
年度（1963 年）16 頁。

６）山木戸勇一郎「判批（最判昭和37年）」高橋宏志ほか編『民
事訴訟法判例百選〔第 5版〕』（有斐閣、2015 年）264 頁。
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に独自の上訴期間を認める通説（注３）参照）とは異な
る結論を採っていることになる。

７）岡垣学＝吉村徳重編『注解人事訴訟手続法』（青林書院、
1987 年）325 頁［徳田和幸］、本決定掲載誌解説（判タ
1422 号 66 頁）参照。旧人訴法下において、ここでの参
加人Ｂの地位は、これを通常の補助参加人と解すべきで
ある、として最判昭和 37 年に賛成する見解（伊東乾「判
批（最判昭和 37 年）」法研 36 巻 4号（1963 年）112 頁）
が存在した。

８）三ヶ月・前掲注３）282 頁、新堂・前掲注３）808 頁、
等。しかし、補助参加人にも、被参加人の上訴期間とは
独立した上訴期間を認めるべきである、との見解が有力
に主張されている（上田徹一郎『民事訴訟法〔第 7版〕』
（法学書院、2011 年）561 頁、小島武司『民事訴訟法』（有
斐閣、2013）786 頁、高橋宏志『重点講義民事訴訟法（下）
〔第 2版補訂版〕』（有斐閣、2014 年）432 頁、等）。
９）最判昭 40・12・9 集民 81 号 355 頁は、認知請求事件
において、補助参加人の上告期間について、最判昭 41・3・
4 集民 82 号 661 頁は、協議離婚無効確認請求事件にお
いて、補助参加人の控訴期間について、判示する（いず
れも、補助参加人の独自の上訴期間を認めない）が、そ
の事実関係が明らかではないため、本文では紹介しない。

10）判決効が拡張される者であっても、参加人の地位を強
化する必要がない場合もある、と指摘するのは、井上治
典「共同訴訟的補助参加論の形成と展開」同『多数当事
者訴訟の法理』（弘文堂、1981 年）150 頁。そして、上
田徹一郎＝井上治典編『注釈民事訴訟法 (2)』（有斐閣、
1992 年）124～125 頁［井上治典］は、「この判例〔東
京高判昭和 50 年―筆者〕が補助参加人に独立の上訴期
間を認めなかった点には疑問を禁じえないが（中略―筆
者）、」「共同訴訟的補助参加の要件を実質的に考えてい

こうとする姿勢は評価できる」、と言う。
11）この判旨から、東京高判昭和 50 年に係る事案において、
Ａの相続人として、妻のＢ以外に子が 1人以上存在した
ことがわかる。

12）Ａの配偶者であるＢの相続分は、Ａの子の人数が 1人
以上である限り、その人数によって影響を受けることは
ない（民 900 条参照。なお、配偶者の法定相続分は、昭
和 55（1980）年の民法改正によって引き上げられてい
る。前田陽一ほか『民法Ⅵ　親族・相続〔第 3版〕』（有
斐閣、2015 年）221 頁、282 頁、等参照）。しかし、仮
にＸが相続人であり、かつＸに寄与分が認められる場合
には、Ｂの具体的相続分が修正される（民 904 条の 2）。
したがって、Ｂの共同訴訟的補助参加が必然的に否定さ
れることにはならない、と思われる（寄与分制度は、昭
和 55（1980）年の民法改正によって新設されたもので（前
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